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○福岡市保健福祉審議会条例（平成19年3月15日条例第11号） 

福岡市保健福祉審議会条例 

平成19年３月15日 

条例第11号 

（設置） 

第１条 社会福祉をはじめとした保健福祉施策を総合的に推進するため，社会福祉法（昭和26年法律

第45号。以下「社福法」という。）第７条第１項に規定する地方社会福祉審議会，障害者基本法（昭

和45年法律第84号。以下「障基法」という。）第36条第１項に規定する合議制の機関及び精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。）第９

条第１項に規定する地方精神保健福祉審議会として，福岡市保健福祉審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，次に掲げる事項について調査審議し，市長の諮問に答え，意見を述べるほか必要

な事務を処理するものとする。 

(１) 社福法第７条に規定する社会福祉に関すること。 

(２) 障基法第36条第１項に規定する障がい者施策に関すること。 

(３) 精神保健福祉法第９条に規定する精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。 

(４) その他市長が特に必要と認めること。 

（組織） 

第３条 審議会は，委員35人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは，審議会に臨時委員を置くことができる。 

（委員） 

第４条 審議会の委員及び臨時委員は，社福法第９条に規定する者のうちから，市長が任命する。 

２ 委員及び臨時委員の任命に当たっては，審議会が様々な障がい者の意見を聴き障がい者の実情を

踏まえた調査審議を行うことができるよう，配慮するものとする。 

３ 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

４ 委員は，再任されることができる。 

５ 臨時委員は，当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは，解任されるものとする。 

６ 委員及び臨時委員は，その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も，また同様とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 審議会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

２ 委員長は，委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは，審議会を招集

しなければならない。 

３ 審議会は，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことがで

きない。 

４ 審議会の議事は，出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し，可否同数

のときは，委員長の決するところによる。 

（専門分科会） 

第７条 審議会は，専門の事項を調査審議するため，次の各号に掲げる専門分科会を置き，当該各号

に定める事項を調査審議するものとする。 

(１) 地域保健福祉専門分科会 地域保健福祉に関する事項 

(２) 高齢者保健福祉専門分科会 高齢者の保健福祉に関する事項 
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(３) 障がい者保健福祉専門分科会 社福法第11条第１項に規定する身体障がい者の福祉に関する

事項その他障がい者の保健福祉に関する事項 

(４) 健康づくり専門分科会 健康づくりに関する事項 

(５) 民生委員審査専門分科会 社福法第11条第１項に規定する民生委員の適否の審査に関する事

項 

２ 審議会は，前項各号に定める事項以外の事項を調査審議するため，必要に応じその他の専門分科

会を置くことができる。 

３ 専門分科会の委員は，審議会の委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。 

４ 専門分科会に専門分科会長（以下この条において「分科会長」という。）及び副専門分科会長（以

下この条において「副分科会長」という。）を置き，委員の互選によってこれを定める。 

５ 分科会長は，専門分科会の会務を総理する。 

６ 副分科会長は，分科会長を補佐し，分科会長に事故があるとき，又は分科会長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

７ 専門分科会は，必要があると認めるときは，会議に参考人の出席を求め，意見を聴くことができ

る。 

８ 審議会は，法令に定めがあるもののほか，規則で定めるところにより，専門分科会の決議をもっ

て，審議会の決議とすることができる。 

９ 前条の規定は，専門分科会について準用する。この場合において，同条中「審議会」とあるのは

「専門分科会」と，「委員長」とあるのは「分科会長」と，「委員の４分の１」とあるのは「専門

分科会の委員の４分の１」と，「委員及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは「専門分科会の

委員」と読み替えるものとする。 

（審査部会） 

第８条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第３条第１項に規定する審査部会は，障がい者保

健福祉専門分科会に置くものとする。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は，保健福祉局において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による廃止前の福岡市社会福祉審議会条例（平成12年福岡市条例第16号。次項において

「廃止前の社会福祉審議会条例」という。）による福岡市社会福祉審議会並びにその委員長，副委

員長，委員及び臨時委員は，それぞれ，この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）

において，この条例の規定により置かれた審議会並びにその委員長，副委員長，委員及び臨時委員

となるものとする。 

３ 廃止前の社会福祉審議会条例による福岡市社会福祉審議会に置かれた地域福祉専門分科会，高齢

者福祉専門分科会，障がい者福祉専門分科会及び民生委員審査専門分科会並びに審査部会並びにそ

れらの専門分科会長，専門分科会副会長及び専門分科会の委員は，それぞれ，施行日において，こ

の条例の規定により置かれた地域保健福祉専門分科会，高齢者保健福祉専門分科会，障がい者保健

福祉専門分科会及び民生委員審査専門分科会並びに審査部会並びにそれらの専門分科会長，副専門

分科会長及び専門分科会の委員となるものとする。 

４ この条例の施行の際現に委員である者の任期は，平成21年１月20日までとする。 

（福岡市社会福祉審議会条例等の廃止） 

５ 次に掲げる条例は，廃止する。 

(１) 福岡市社会福祉審議会条例 

(２) 福岡市障がい者施策推進協議会条例（昭和52年福岡市条例第22号） 

(３) 福岡市精神保健福祉審議会条例（平成８年福岡市条例第15号） 

   附 則（平成23年福岡市条例第33号） 
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 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成24年福岡市条例第10号） 

 この条例は，規則で定める日から施行する。 

（平成24年福岡市規則第78号により，平成24年５月21日施行） 
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○福岡市保健福祉審議会条例施行規則（平成20年3月31日規則第36号） 

福岡市保健福祉審議会条例施行規則 

平成20年３月31日 

規則第36号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，福岡市保健福祉審議会条例（平成19年福岡市条例第11号。以下「条例」という。）

第10条の規定に基づき，福岡市保健福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（専門分科会） 

第２条 条例第７条第８項の規定により審議会の決議とする事項は，次の各号に掲げる専門分科会の

区分に応じ，当該各号に定める事項とする。 

(１) 地域保健福祉専門分科会 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に規定する市町村地域

福祉計画に関する事項 

(２) 高齢者保健福祉専門分科会 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８第１項に規定す

る市町村老人福祉計画に関する事項及び介護保険法（平成９年法律第123号）第117条第１項に規

定する市町村介護保険事業計画に関する事項 

(３) 障がい者保健福祉専門分科会 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項に規定す

る市町村障害者計画に関する事項及び障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第88条第１項に

規定する市町村障害福祉計画に関する事項 

(４) 健康づくり専門分科会 健康増進法（平成14年法律第103号）第８条第２項に規定する市町村

健康増進計画に関する事項 

(５) 条例第７条第２項の規定により置かれた専門分科会 あらかじめ審議会の委員長が定めた事

項 

２ 専門分科会長は，専門分科会における調査審議の結果を審議会の委員長に報告するものとする。 

（部会） 

第３条 専門分科会長が必要と認めるときは，専門分科会に部会を置くことができる。 

２ 部会の委員は，専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから専門分科会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き，部会の委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は，部会の会務を総理する。 

５ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（審査部会） 

第４条 条例第８条に規定する審査部会は，次に掲げる事項を調査審議するものとする。 

(１) 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第３条第１項に規定する身体障がい者の障がいの

程度の審査 

(２) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第２項に規定する医師の指定に当たっての

意見 

(３) 更生医療を担当する医療機関の指定等に当たっての意見 

２ 前条第３項から第５項までの規定は，審査部会について準用する。 

（規定外の事項） 

第５条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，審議会の委員長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

（福岡市社会福祉審議会条例施行規則の廃止） 

２ 福岡市社会福祉審議会条例施行規則（平成12年福岡市規則第99号）は，廃止する。 

   附 則（平成23年福岡市規則第93号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 
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○福岡市保健福祉審議会高齢者保健福祉専門分科会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，福岡市保健福祉審議会条例第７条第１項第２号の規定に基づいて設置さ

れる，福岡市保健福祉審議会高齢者保健福祉専門分科会（以下「専門分科会」という。）の運

営に関し必要な事項について定める。 

 

（部会） 

第２条 専門分科会に，次の各号に掲げる部会を設置する。 

(1) 高齢者支援事業部会 定数１０名以内 

(2) 介護給付費・基盤整備部会 定数１０名以内 

(3) 条例委任検討部会 定数１０名以内 

２ 前項各号に定める部会の所掌事務は，別表に掲げるとおりとする。 

３ 部会は，部会長が招集し，部会長がその議長となる。 

４ 部会は，部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことがで

きない。 

５ 部会の議事は，出席した委員及び臨時委員の過半数で可決し，可否同数の時は，部会長の

決するところによる。 

６ 部会は，必要があると認めるときは，会議に参考人の出席を求め，意見を聴くことができ

る。 

７ 部会の会長は，部会における調査審議の結果を専門分科会長（以下「分科会長」という。）

に報告するものとする。 

 

（会議の公開） 

第３条 専門分科会及び部会の会議は，これを公開する。 

２ 福岡市情報公開条例第７条各号及び第３８条ただし書に基づいて，会議の一部又は全部を

非公開とする場合の決定は分科会長又は部会長に一任する。 

 

（庶務） 

第４条 専門分科会の庶務は，保健福祉局総務部政策推進課において処理する。 

２ 部会の庶務は，保健福祉局の所管課において処理する。 

 

 

附 則 

１ この要綱は，平成２０年４月１日より施行する。 

２ 部会設置後，最初の部会は，第２条第３項の規定にかかわらず高齢者保健福祉専門分科会

長が招集する。 
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附 則 

 この要綱は，平成２３年３月１７日より施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は，平成２４年３月２９日より施行する。ただし，第４条第１項の規定は平成２

４年４月１日より施行する。 
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別表(第２条関係) 

 

部会の所掌事務 

 

１ 高齢者支援事業部会 

 

 当該部会は，老人福祉計画の総論及び生きがい関係施策と介護保険事業計画の地域支援

事業関係等の在宅施策を主に担当し，検討していくものとする。 

(１) 今後の高齢者保健福祉施策のあり方（総論）と生きがい関係施策のあり方 

(２) 地域支援事業（介護予防事業，包括的支援・任意事業）の対象者の推計に関すること。 

(３) 地域支援事業（介護予防事業，包括的支援・任意事業）の目標量及び費用の見込みに

関すること。 

（ただし，包括的支援事業のうち地域包括支援センター運営協議会の決定事項に係る

ものを除く。） 

(４) その他介護予防に必要な事業等の保健福祉事業の実施に関する事項 

 

２ 介護給付費・基盤整備部会 

 

 当該部会は，介護保険事業計画における介護サービスの見込みや基盤整備の推進などの

事項を主に担当し，検討していくものとする。 

(１) 要介護認定者数等及び介護サービス（介護保険施設・地域密着型サービス，居住系サ

ービス，居宅系サービス）の利用見込みに関すること。 

(２) 介護保険施設及び介護保険外施設の整備に関すること。 

  (３) 市町村特別給付に関すること。 

(４) その他介護給付費の見込みを策定するために必要な事項や介護保険事業の円滑な推進

に関すること。 

 

３ 条例委任検討部会 

 

 当該部会は，介護保険法等により条例で定めることが規定されている介護サービス事業

等の人員，設備及び運営に関する基準などについて主に担当し，検討していくものとする。 

(１)  介護保険法で規定されている指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等に関すること。 

(２)  老人福祉法で規定されている施設における設備及び運営に関する基準に関すること。 

(３)  社会福祉法で規定されている施設における設備及び運営に関する基準に関すること。 

(４)  その他運営基準等の設定に関し必要な事項に関すること。 



 参考資料３  

 - 4 -

 

○福岡市保健福祉審議会傍聴要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，福岡市保健福祉審議会条例施行規則第５条の規定に基づき，福岡市保健福祉

審議会（以下「審議会」という。）の会議の傍聴に関し，必要な事項を定める。 

 

（受付） 

第２条 審議会の会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴希望者」という。）は，受付において傍聴

する旨を申し出て，整理番号票（別記様式）の交付を受けなければならない。 

 

（定員） 

第３条 審議会の会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）の定員は，あらかじめ審議会の委員

長，専門分科会の分科会長又は部会の部会長（以下「委員長等」という。）が定めるものとする。 

２ 傍聴希望者が定員を超えるときには，抽選によって傍聴人を決する。 

 

（会議場に入ることができない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，入場することができない。 

(1) 凶器，火薬，劇毒薬，その他人身，建物，器具等に危害又は損害を及ぼすおそれがある物品

を携帯する者 

(2) 旗，ポスター，プラカード，ビラ，拡声器，楽器，動物（盲導犬その他委員長が特に許可する

ものを除く。）その他会議又は傍聴を妨害するおそれがあると認められる物品を携帯する者 

(3) 酒気を帯びる等静謐に傍聴できる状態にないと認められる者 

(4) 前３号に定めるもののほか，会議を妨害し，又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる

者 

 

（傍聴人が守るべき事項） 

第５条 傍聴人は，審議会の会議を傍聴するにあたり，次の事項を守らなければならない。 

 (1) 会議場における発言に対して，拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

  (2) 会議場において発言しないこと。 

  (3) みだりに席を離れないこと。 

  (4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

  (5) 携帯電話，パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。 

  (6) たすきを着用し，又はプラカードを掲げる等の示威的行為をしないこと。 

  (7) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。 

  (8) 前各号に定めるもののほか，会議場の秩序を乱し，又は会議の妨げとなるような行為をしな

いこと。 

 

（撮影，録音等の禁止） 

第６条  会議場において動画や静画の撮影，録音その他これらに類する行為をしてはならない。た
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だし，委員長等が認めた場合は，この限りでない。 

 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は，審議会が傍聴を認めない事項に関する審議等を行おうとするときは，速かに会

場から退場しなければならない。 

 

（傍聴人への指示） 

第８条  委員長等は，会議の平穏な進行を確保するため，傍聴人に対して必要な指示を行うことが

できる。 

 

（違反に対する措置） 

第９条 傍聴人が，この要領の規定に違反したときは，委員長等は，傍聴人に対して必要な措置を

命ずることができる。 

２ 傍聴人が前項の規定による命令又は前条の指示に従わないときは，委員長等は，その者に対し

て会議場からの退場を命ずることができる。 

 

（委任） 

第10条  この要領に定めるもののほか，会議の傍聴に関し必要な事項は，その都度委員長等が決す

るものとする。 

 

    附 則 

 この要領は，平成24年４月１日から施行する。 

 

 

 

                   様式 

 

  

福岡市保健福祉審議会 

（総会・   分科会・   部会） 

（     年度 ） 

（   年 月 日） 

整理番号票 

Ｎｏ． 

傍聴人は，会議の開催中この整理票 

を携行し，係員の求めに応じて提示 

してください。 
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